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令和６年度防火・防災管理講習について（ご案内）
1防火・防災管理講習について
　消防法第８条により一定規模以上の建物などの管理について権限を
有するもの（管理権限者）は、防火管理者を選任し、消防計画に基づ
いて防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
　また、消防法第36条等では、大規模・高層の建築物等による被害を
軽減するため、防災管理対象物の管理権限者は、有資格者の中から防
災管理者を選任して、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上
必要な業務(防災管理業務)を行わせなければならないとされています。
　令和５年度より実施機関が、四日市市消防本部から総務大臣登録機
関である「一般財団法人 日本防火・防災協会」に変わりました。
2講習日時、講習種別
　日本防火・防災協会のホームページを確認ください。
※乙種防火管理講習は甲乙同時開催の初日のみ受講、甲種新規講習は
　２日間の受講が必要です。
※受付期間にあっては、日本防火・防災協会のホームページを確認く
　ださい。
3受講手続、受講料等
　受講手続き及び申し込み方法、受講料等は右ＱＲコード、一般財団

法人日本防火・防災協会のホームページ   https://
www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
で確認してください。電話での申込みはできません。
　また、四日市市消防本部での受付も行っておりま
せん。
4講習会場
　北勢自動車協会　２階講習会場
　三重県四日市市八田３丁目１－19　TEL 364－5771
　ＪＲ富田浜駅　徒歩約14分（1100m）
　近鉄霞ヶ浦駅　徒歩約10分（900m）
　講習会場は２階講習会場。会場西側約200ｍに未舗装の駐車場有り。
会場には西側の屋外階段から入場してください。なお、駐車台数に限
りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
5防火・防災管理制度に関する問い合わせ先
　四日市市消防本部予防保安課予防係
　TEL：356－2008　FAX：356－2041
　ホームページ
　https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php

自衛官募集事務に係る対象者情報の除外申出について
　自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定
受託事務と定められています。これまで当町では、同法施行令第120
条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官の募集に必要な情報
の閲覧に対応してきました。
　令和６年度からは、自衛隊三重地方協力本部からの依頼により、必
要な情報を宛名シールとして作成し提供いたしますが、個人情報の提
供を望まない方への配慮として「除外申出」の手続きをしていただく
ことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。
対 象 者：朝日町に住民記録があり、令和６年度に以下の年齢になる人

・18歳となる方（平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれ）
・22歳となる方（平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ）
受付期間：３月１日（金）～３月22日（金）
申 請 者：本人または保護者（代理人）など
申請方法：広報・町史編さん課窓口、または郵送での申請となります。
※必要書類については町ホームページまたは広報・町史編さん課まで
　お問い合わせ下さい。
　これにより令和６年度の名簿から除外されます。
問い合わせ先　広報・町史編さん課　TEL 377－5195

 

被災地支援に職員を派遣しました
　令和６年能登半島地震の被災地（石川県輪
島市）支援のため、２月11日～17日の間、
職員１名を派遣し、避難所運営支援業務に従
事しました。一日でも早い復旧復興を願って、
今後もできる限りの被災地支援を行っていき
ます。
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